
政
令
第
三
百
八
十
九
号

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令

内
閣
は
、
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律

第
九
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
八
年
政
令
第

二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
内
閣
官
房
の
項
下
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
四
番
六
号
に
所
在
す
る
庁
舎

第
一
条
の
表
内
閣
府
の
項
第
二
号
中
「
東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
二
番
二
十
号
」
を
「
東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
二
番
三

号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
の
表
内
閣
官
房
の
項
第
三
号
又
は
内
閣
府
の
項
第
二
号
に
掲
げ
る
庁
舎
に
係
る
重
要

施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
並
び
に
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い

て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

国
の
行
政
機
関
の
庁
舎
で
あ
っ
て
そ
の
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
禁
止
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
内
閣

官
房
及
び
内
閣
府
に
係
る
も
の
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


